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人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
六
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

野

三
紀
子

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
六
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
六
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
（
第
一
条
関
係
）

別
表
（
第
一
条
関
係
）

支

給

地

域

級

地

支

給

地

域

級

地

略

略

略

略

福
岡
県
福
岡
市

四
級
地

福
岡
県
福
岡
市

五
級
地

略

略

略

略

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
）

２

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
秋
田
県
条
例
第
八
号
）
附
則
第
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
手
当

の
級
地
の
区
分
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
級
地
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割

合
と
す
る
。

一

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
二
十

二

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
六

三

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
四

四

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
九

五

人
事
委
員
会
の
定
め
る
級
地

人
事
委
員
会
の
定
め
る
割
合

３

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
五
項
後
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級
地
は
、
附
則
別
表
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。

（
補
則
）
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４

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附
則
別
表
（
附
則
第
三
項
関
係
）

支

給

地

域

級

地

東
京
都
特
別
区

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

愛
知
県
名
古
屋
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

大
阪
府
大
阪
市

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

福
岡
県
福
岡
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

人
事
委
員
会
の
定
め
る
地
域

人
事
委
員
会
の
定
め
る
級
地


